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１. はじめに 

 EP 出願においてクレーム数を削減することは、出願費用を削減する上で有効であると共に、

審査手続を早期化する上でも有効です。 

たとえば、クレーム数が 15 個を超える場合、超過分１クレームごとに 225 Euro のクレー

ム費用を支払うことが必要になり、また、クレーム数が 50個を超える場合、超過分１クレーム

ごとに 555 Euroのクレーム費用料金を支払うことが必要となります。 

  

なお、クレーム費用は、出願時のクレーム数、EP広域段階移行時のクレーム数、又は Rule 161 

EPC 下の Communication に応答して補正したクレーム数に基づいて計算されます。したが

って、PCTに基づく国際出願の国際段階におけるクレーム数が多い場合であっても、EP広域段

階移行後、Rule 161 EPC 下でクレーム数が少なくなるように補正することによって、全体と

して、クレーム費用を削減することが可能となります。また、クレーム数の削減によって、実体

審査に要する時間を短縮することも可能になります。 

 

以下に、EP出願において、どのようにクレームを記載すれば、クレーム数を全体として少な

く抑えることができるかについて説明します。 
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EP出願におけるクレーム数の削減方法 


